
 

別表十七（一）付表の記載の仕方 
 

１ 国外支配株主等の名称等 

⑴ この明細書は、内国法人が措置法第66条の５

((((国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特

例))))の規定の適用を受ける場合又は連結法人が令

和２年改正法第16条の規定による改正前の措置法

（以下「令和２年旧措置法」といいます。）第68

条の89((((連結法人の国外支配株主等に係る負債の

利子等の課税の特例))))の規定の適用を受ける場合

に記載します。 

 なお、連結法人については、適用を受ける各連

結法人ごとにこの明細書を作成し、その連結法人

の法人名を「法人名」の括弧の中に記載してくだ

さい。 

⑵ 「特殊の関係の区分３」は、内国法人又は連結

法人と国外支配株主等（措置法第66条の５第５項

第１号又は令和２年旧措置法第68条の89第５項第

１号に規定する国外支配株主等をいいます。以下

同じです。）との関係が措置法令第39条の13第12

項各号((((国外支配株主等に係る負債の利子等の課

税の特例))))又は令和２年６月改正前の措置法令

（以下「令和２年旧措置法令」といいます。）第

39条の113第12項各号((((連結法人の国外支配株主

等に係る負債の利子等の課税の特例))))のいずれに

該当するかを記載するものとし、これらの関係が

措置法令第39条の13第12項第１号若しくは第２号

又は令和２年旧措置法令第39条の113第12項第１

号若しくは第２号の関係に該当する場合には、そ

の判定に用いられた直接又は間接に保有される株

式等（措置法令第39条の13第12項第１号又は令和

２年旧措置法令第39条の113第12項第１号に規定

する株式等をいいます。）のその内国法人又は連

結法人の発行済株式等（措置法令第39条の13第12

項第１号又は令和２年旧措置法令第39条の113第

12項第１号に規定する発行済株式等をいいます。

以下同じです。）のうちに占める割合を「特殊の

関係の区分３」の括弧の中に記載します。 

⑶ 「直接及び間接保有の株式等の割合４」は、国

外支配株主等が有する内国法人又は連結法人に係

る措置法令第39条の13第21項又は令和２年旧措置

法令第39条の113第19項に規定する直接及び間接

保有の株式等のその内国法人又は連結法人の発行

済株式等のうちに占める割合を記載します。 

２ 特定債券現先取引等に関する明細 

⑴ この明細書は、内国法人が措置法第66条の５第

２項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が令

和２年旧措置法第68条の89第２項の規定の適用を

受ける場合に記載します。 

⑵ 「国外支配株主等に対する負債のうち特定債券

現先取引等に係るもの」、「資金供与者等に対す

る負債（課税対象所得に係る保証料等の支払の基

因となる負債を除きます。）のうち特定債券現先

取引等に係るもの」、「課税対象所得に係る保証

料等の支払の基因となる負債のうち特定債券現先

取引等に係るもの」及び「その他の者に対する負

債のうち特定債券現先取引等に係るもの」の各欄

の記載に当たっては、その対象となる債券の種類

又は名称ごとに、その平均負債残高（措置法第66

条の５第５項第５号又は令和２年旧措置法第68条

の89第５項第５号に規定する平均負債残高をいい

ます。）、平均資産残高（措置法令第39条の13第

５項又は令和２年旧措置法令第39条の113第５項

に規定する平均資産残高をいいます。）、負債の

利子等（措置法第66条の５第５項第３号又は令和

２年旧措置法第68条の89第５項第３号に規定する

負債の利子等をいいます。）の額及び保証料等の

額（措置法令第39条の13第１項第１号又は令和２

年旧措置法令第39条の113第１項第１号に規定す

る課税対象所得に係る保証料等の金額をいいま

す。）を記載します。 

 


